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非正規労働と社会保障法

上田　真理

はじめに

　本稿（1）は、非正規雇用労働者の増加が生活保障システムに提起する問題をと

りあげ、解決の手がかりを検討することにしたい。その際に、「脆弱な

（vulnerable）」労働者にも自由な選択を現実的に可能にするには、経済的条件

をすべての労働者に平等に整備することが、持続的な雇用社会を維持するため

に必要であると考えられる。そこで、雇用と社会保険による生活保障機能（生

計維持機能）（Existenzsicherung）を正当に発揮することを目指すべきであると

いう立場（2）から、社会保障法の課題を明らかにしたい。

　本稿の検討順序は、まず、労働者の生活基盤がきわめて脆弱であることを確

認したうえで、将来の高齢期の年金権の構築を中心に検討する。低賃金労働者

の拡大は、現役の就労期（Arbeitsphase）だけではなく、将来の高齢期にも貧

困をもたらす。就労期のディーセント・ワークの確立は、まさに高齢期の適切

な年金権の成立の条件になることを示すことにしたい。

Ⅰ　非正規雇用の拡大と現在・将来の高齢者貧困

1　脆弱な構造

（ 1）雇用関係の機能

　日本の雇用社会は、現在、たいへん危うい仕組みになっている。雇用関係

は、雇用により生活を営む者に、雇用されている期間にある程度の生活を支

え、さらに、一時的または継続的に就労ができない状態が生じうることに備え
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ることを可能にする機能をもつ。しかし、雇用関係による生活保障は、非正規

労働者の低賃金不安定雇用のため、自己とその家族の生計を維持すること自体

を困難にしており、果たされていない。さらに、労働力に依拠した生活が困難

になる要保障事故が生じた場合に、被用者としての社会保険からも企業内福祉

からも排除されるという形により、生活保障機能が果たされていない。そのよ

うな事前対応（Vorsorge）による「生活の浮き沈み（Wechselfalle des Lebens）」

の保障からも排除されるにとどまらず、最低生活保障からも抜け落ちる危うさ

になっている。

（ 2）「労働者であること」を可能にする条件（ 3）

　「労働者であること」は、どのような労務提供先でも確保されれば、可能に

なるということではない。労働力に依拠した生活を多くの市民が営むには、健

康に快適に就労できる条件がなければ、若者でも「労働者であること」は継続

しない（2016年電通事件参照）。「労働者であること」には、職業生活を開始す

る者が、長い職業生活を自ら設計し、ある程度の見込みをもつための最低条件

が存する。 1つには、健康な生活を営むことができる労働条件の整備であり、

安定的に、かつある程度の生活水準を可能にする生活基盤である。しかし、

「労働者であること」は、労働市場に参加し、個別企業に対して労務を提供す

るだけではなく、場合により扶養義務を負いながら、労働力に依拠した生活を

継続的に営む主体が、一時的に労働ができない期間にもそのような生活を持続

できる条件を必要とする。また高齢期のように継続的に職業生活から離れる場

合も同様である。こうした雇用に依拠した生活の継続を可能にする経済的な条

件が 2つめである。 3つに、まだ雇用されていない者が職業生活に入る準備期

間や、失業者又は求職者が再度市場へ統合を求める場合である。

　労働は、確かに、金銭的・経済的な条件だけではその意味を図れない。人間

の尊厳や人間らしい生活を求める権利を考える際には、精神的な自由や人格の

展開の条件が不可欠である。もっとも、非正規労働者の現実に鑑みれば、労働

者が雇用形態や労働時間の自由な選択をするためにも、社会保障法による経済
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的条件の確保をともなう必要があると考え、ここでは、労働者が「生活の浮き

沈み」から守られるための経済的な条件をとりあげたい。

　日本では、職業生活の継続が、健康・生命が侵害されるために絶たれること

や、労働者に失業や傷病時の一時的な中断を保障する受給資格を引き出せない

雇用が増加していることは、「労働者であること」の条件が満たされない労働

がいかに多いのかを明らかにしている。労働法と社会保障法が分離することな

く、労働力に依拠した生活の枠組みを規制することがなければ、労働者にその

負担が押し付けられる結果になる。

（ 3）日本の特質

　a）職業生活を自由に設計する条件

　労働力に依拠した生活をする個人が、職業生活を営む上で不自由な選択を強

いられることなく、「現実の自由」として職業生活を自由に設計することを可

能にする条件を、国家は整備する責任を負うのでないだろうか。日本では次の

3つの特質（4）から、労働者がそのような条件を求める権利の構築が急務であ

る。

　 1つに、労働能力の低下による要保障状況に対してさえ、労働者は被用者保

険及び企業に厚く保障を受けていない。本来は、労働者の生活をだれが保障す

る責任を負うのかは、経済的にも法的にも当然に争いになる（「国家と企業の

争い」）。しかし、そのような従前の生活を営むことができない状況は、日本で

は非正規労働者の自己責任に放任され、「国家と企業の争い」は生じない。

　労働者の健康被害は、労災による場合には労災保険法によるが、それは氷山

の一角ともいわれている。私傷病については、個別企業を超えた、使用者の賃

金支払義務は定めがなく、また健康保険法による傷病手当金（99条）の受給資

格がない非正規雇用者も多い。

　 2つに、非正規雇用労働者、とくに既婚の女性労働者には、被用者として個

人の受給権を成立させない構造がある。それは、女性労働者を「雇用調整弁」

として不安定・低賃金雇用と「潜在失業」の相互を移行する地位にとどめるこ
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とによる。

　 3つに、就業の中断などによる所得の減少として労働者に職業生活上の不利

が継続する。現に就労している局面だけではなく、被用者保険では失業も高齢

期も労働者としての期待権の構築の可能性が小さくなり、例えば高齢時の年金

受給額にそれが反映し、経済的不利が調整されない。他方で、「家族の一員」

たる労働者が育児又は介護を負担する場合に、そうした「市場の外での『労

働』」に社会的評価が伴わない。たとえば、ドイツでも、労働者に対する社会

保険は、近年の雇用や家族の生活の大きな変化への対応が課題になっている。

しかし、被用者だけではなく、小規模の自営業者の適用拡大に並んで、親族等

の介護者に対する社会保障制度の適用に関する立法的解決をすすめている（次

項 b）で後述）。現役世代が雇用により生活を確保しつつ、育児又は介護等を

両立する際に不利に扱われないように規制が不可欠である。

　b）役割の競合

　日本では、柔軟な働き方や育児の支援を進める政策がとられているとして

も、そのような勤務時間の短縮等により生じる経済的な不利益のみならず、将

来の不安が、少なくとも高齢、病気、失業時の保障の欠如として「市場の外で

の『労働』」に不利益が伴う。そうであれば、真の自由な意思ではなく、育児

又は介護と両立できる雇用の不本意な雇用につかざるを得なくなる。すべての

労働者に、生活を確保できる勤務を選択する「現実の自由」が必要であり、そ

の条件整備が緊急の課題になっている。

　たとえば、介護と仕事の両立は労働法だけではなく、社会保障法でも規律が

必要になる。日本では「介護離職」が社会問題になっているものの、介護者に

対する社会的保障は乏しい。現役世代の人が親族を介護する時間を確保するに

は社会保障法が支える必要がある。労働時間と介護時間を調整するには、次の

2本柱が必要である。 1つは、労働者が介護のために仕事を長期にわたり離れ

ることであり（「長期の介護時間」）、 2つは、緊急の必要に対応するために一

時的に仕事から離れることも（「短期の介護時間」）権利として捉えられよう。
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例えば、ドイツでは、親族などの介護者に対する立法が整備され、前者の長期

の介護時間の確保は、最長 6ヶ月の介護休業が認められるとともに（介護時間

法（Pflegezeitgesetz）［PflegeZG］（2008年施行） 3条、2008年 7月 1日施行）、

後者の短期の介護時間は、親族介護が急に必要になり、情報を収集するまたは

手続をとる時間が必要であるなど、緊急に、つまり「予期せずかつ突然に

（unerwartet und plötzlich）」生じた状況などに対応するためにも短期間（最長10

日間）労働から離れる権利が定められている（短期間の労務免除について介護

時間法 2条）。後者の短期間の介護のための労務免除については、子の病気の

ために親が看護をする時間に匹敵し（ドイツ社会法典 5編45条）（5）、介護時間

法 2条 3項は法律又は合意による使用者の賃金継続支払義務を定めている。そ

してさらに、賃金の支払義務が成立しない場合には、補足的に（subsidiär）、

介護保険法（社会法典11編）44a条 3項に基づき税込み報酬の70％の介護支援

手当（Pflegeunterstützungsgeld）が介護保険者により労働者に支給される（介

護保険法（社会法典11編）44a条 3項 1文）。

　介護時間法は最長10日間の免除を定め、被用者にも法的安定性及び法的明確

性に資することになった、という（6）。家族の看護をすることにより労働法上の

不利益をうけるのではないか、と心配をしないですむわけである（7）。

　さらに、育児や介護に携わることにより、将来に「高齢者貧困」の危険がな

いようにするには、出産や育児により雇用を中断するのではなく、雇用を継続

している労働者の養育責任等を適切に位置付けること、そうした行為・期間を

被用者年金においても適切に評価することが考えられるべきではないだろうか

（例えば、ドイツ被用者年金（社会法典 6編）の育児に関する労務の免除期間

について 6編56条、介護者に対しては社会法典11編44条を参考にできる）。

（ 4）雇用関係の生活保障機能

　「労働者であること」は、雇用関係の生活保障機能が、 3つの局面で制度化

されることを条件としている。 1つに、現に就労している労働者には、均等処

遇を基に雇用関係によりある程度の生活が確保される条件が定められる必要が
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ある。 2つに、雇用関係には、退職後に年金生活を営む場合にも、ある程度の

生活水準が確保できる権利が引きだすことが期待される。つまり、「労働者で

あること」は、労務提供が可能である期間はもとより、病気などで一時的に就

労が困難な期間にも、また雇用関係を終了する高齢期にも、雇用からある程度

の生活を営む権利が成立することが条件になる。 3つに、生活保障機能をもつ

雇用関係に入るための教育、職業訓練をうける条件である。また、失業者が新

たな雇用を探す場合も同様であり、失業時に生活保障や適切な訓練が現実に受

けることができないならば、どのような雇用でもつかざるをえないからであ

る。

2 　若い労働者の現実：「負のスパイラル」

（ 1）初職からの非正規雇用

　初職から非正規雇用労働者が増加し、女性は半数に達している。

　2007年10月から2012年 9月までに初職についた者のうち非正規雇用労働者は

男性が29．1％、女性は49．3％と半数に達する（8）。

　2013年に学校を卒業した者が高校卒業者の40％以上、大学卒業者の30％以上

が卒業後 3年以内に離職している（9）。離職後は日本では正規雇用につくことは

なお難しい。

（ 2）非正規雇用の滞留

　女性労働者は15歳から24歳までは正規雇用率が最も高いが、2015年調査では

15⊖24歳の非正規化率が進んでいる（10）。男女とも、非正規雇用のまま滞留する

若者が多い（11）。有期雇用や間接雇用が「やむなく非正規」ミドル層に多くなっ

ている（12）。

　他方、2004年から2014年の10年間に男性非正規労働者が増加したが、その増

加数の最多層は、65歳以上の74万人増（2014年132万人）、次いで55歳から64歳

の49万人増（161万人）、35歳から44歳は29万人増（73万人）と続き、少子高齢
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化を背景に日本では男性非正規雇用の主役が高齢層にシフトしつつある（13）。

　非正規雇用労働者は、20歳台の初職から30歳台の労働者に停滞するだけでは

なく、主婦パートとして1980年代に成立した「家計補助型非正規労働」（後述）

が女性に多いことに加え、そして今や高齢者世帯にもそれが急増し、各世代の

非正規労働者が厳しい生活を強いられている。

　また、高い利子つきの教育ローン化した奨学金を受け、数百万円の債務を負

いながら職業生活を開始することになる。

　日本では給付型奨学金がないため（補足：2017年度から一部導入）、その多

くは返還が必要な貸与型で、学生支援機構の奨学金利用者の 7割近くは有利子

のものであり、高い利子つきの教育ローン化した奨学金を受け、数百万円の債

務を負いながら職業生活を開始することになる（14）。

3 　1990年代後半からの非正規の拡大および育児世代の低賃金化

（ 1）低賃金雇用

　日本では、 2人以上の勤労世帯における世帯主の勤め先平均収入が1997年を

ピークに2015年には 7万円低下し（15）、家族の一員が追加的に就労する必要性を

高めている。男性の収入の低下と配偶者の就労率の上昇により共働きが増加す

るが、女性は、世帯の貧困率が下がらないほどの低い賃金で雇用されている。

そこで、「低賃金雇用」について、若干言及しておこう。「低賃金雇用」の定義

はないが、統計上、所得の中央値の 3分の 2以下をいう（図表 1）。この基準

を基にすれば、日本では低賃金雇用はどのくらい広まっているのだろうか。

2015年（調査の対象時期：2014年 1月 1日から同年12月31日）の中央値は、年

収427万円（月額35．58万円）であり、その 3分の 2は年収284万6667円、月額

23万7222円（税込み）である（厚生労働省『平成27年　国民生活基礎調査概

況』（2016年））。年収200万円未満の雇用労働者は、ほぼ低賃雇用と捉えられ、

その割合はおおよそ35％である（16）。

　フルタイム労働を最多労働日数（173．8時間）と仮定すると、時給1365円
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（1364．9円）が低賃金ラインとなる。なお、勤労時間調査によるとフルタイム

労働者の所定内労働時間が154．0時間（2014年）であるので、この労働時間数

を基に計算すれば、時給1540円になる。同時期の最低賃金は、東京で888円

（2014年10月 1日から2015年 9月30日まで（全国加重平均は時給780円）、同年

10月 1日から907円（全国加重平均は798円）である（図表 1）。年収284万円以

下の低賃金雇用は女性の 6割程度と推測される（17）。

　さらに、低所得層が拡大し、深刻さをましている。というのも、所得の中央

値が平成 9年の年収297万円をピークに低下し、平成24年に年収244万円とな

り、それに応じて貧困線も平成 9年の年収149万円から平成24年の年収122万円

となっているからである（厚生労働省『平成25年国民生活基礎調査概況』（平

成26年 7月15日））。そして、ひとり親世帯の多くが日本では就労しているが、

貧困線以下の人が国民に占める割合である相対的貧困率が極めて高く（18）、「失

業ゆえの貧困」ではなく、「働いているのに貧困」である。

　現実に、非正規雇用者は雇用者全体の約36．6％（約1906万人）を占めてい

る（19）。また、年収200万以下の給与所得者も約23．4％にのぼる。非正規雇用労

働者は、年収200万円を下回る低賃金に多く、 1千万人を越えており、女性就

業者の 4割に該当する低賃金雇用は貧困線の年収200万円以下である。

図表 1

時給＊ 月額 年額

所得の中央値 2，047．18円 355，800円 4，270，000円＊＊

低賃金ライン 1，365円 237，200円 2，846，667円

最低賃金 888円
（東京、2014年）

154，334円 1，852，008円

＊常時、週40時間就労することを前提にしている（月労働時間：173．8時間）。
＊＊ 所得の中央値（税込み）は、「平成27年 国民生活基礎調査概況」（対象期間は

2014年 1月 1日から同年12月31日）による。

　単身女性が働いているにもかかわらず自立が困難であるだけではなく、親の
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低賃金化により「子どもの貧困」を招くことになり、日本では大きな社会問題

になっている（20）。まさに、現在の劣悪な雇用による不十分な生活保障がすでに

次世代に負の影響を及ぼしている。

　もともと、欧州諸国と異なり、不安定・低賃金雇用を、失業を減らすための

方法としてではなく、企業の人件費削減のための方法として規制緩和をすると

同時に、労働者の多様な価値観に応じたものとして、社会法がそれを助長して

きた。

（ 2）就業率の上昇と非正規化の拡大

　女性の就業率の上昇を「進歩」とは単純に評価しえない。それは、400万円

未満の世帯が増加し、世帯主の収入の低下を、市場での収入を得て家計補助を

するために非正規労働者がいっそう増加し、自己の収入では生活が困難な非正

規化がすすんでいるにすぎない。とくに、就学前の子のいる世帯主の収入の低

下と家計補助型労働の拡大は、共働き世帯を増加させ（21）、育児世代の若い労働

者層に該当する、25歳から34歳の雇用労働者は女性では 4割以上が非正規であ

る（出産を契機に退職する正社員も少なくない。）。非正規労働者の割合は、男

性は女性より低いが、2000年から2006年にかけて男性も5．7％から14．1％と増

加している（22）。

　他方で、就学前の子のいる世帯の低所得化は、保育所の入所ニーズを新たに

高めている。しかし、ニーズに対応できないため保育所入所への困難が問題に

なっている。

4 　フルタイム非正規労働者の増加

　とくに重要なのは、1990年代以降に、若年男性にフルタイムの非正規雇用労

働者が増加したことである（23）。フルタイムの非正規労働者は、パート労働の低

賃金の時給をベースにフルタイム化した労働条件で働いており、労働時間は正

規雇用労働者と同等であるが、賃金は低くなる（24）。

　派遣労働は、フルタイム非正規労働の代表的な雇用形態であるが、20歳台及
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び30歳台の前半頃までは、パート労働者より時給がやや高いが、正社員の年功

賃金に対して、派遣労働者は仕事別賃金であるため、勤続年数により賃金が変

わらない。そのため、40歳前後の「非正規ミドル」にとっては、正社員との経

済的に格差は大きく、また正規雇用への移行は、公的な職業訓練の機会もほぼ

ないため困難である。仕事を休めば賃金が減少する不利を甘受し、自ら教育訓

練の費用を経済的に負担することは困難であることによる。

Ⅱ　「十分な事前対応（Vorsorge）を伴う雇用」の縮小の弊害

1　 2つの社会保険タイプ

（ 1）労働者型社会保険と住民型社会保険

　a）　年金・医療保険

　日本にも、被用者の社会的リスクの高齢、病気、障害、失業等のさまざまな

「生活の浮き沈み」による所得の減少に対して社会保険制度があるが、日本の

年金と医療保険の特徴は、 2つの社会保険のタイプが並存していることであ

る。 1つは、ドイツの社会保険に匹敵する、労使折半による保険料負担の仕組

みであり（「労働者型社会保険」）、加入義務を使用される者に結び付けるもの

である（厚年 9条、健保 3条 1項等）。いま 1つは、自営業者や農業従事者な

どが住民として被保険者になり、本人だけが定額の保険料を負担する「住民型

社会保険」である（図表 2参照）。

　正規雇用者（フルタイムないしそれに近い労働時間で無期雇用に従事する労

働者であり、間接雇用を除く）が加入しているのは、前者の労働者型社会保険

であり、年金などの所得保障制度は、従前賃金を基礎にした所得比例年金であ

り、従前生活保障（Lebensstandard）機能を果たす。労働者型社会保険は、そ

れゆえ保険原理により事前対応（Vorsorge）を定め、労働者の典型的な、収入

の喪失を調整する。例えば、厚生年金法による老齢厚生年金、健康保険法によ

る傷病手当金、雇用保険による基本手当、労災法による傷病補償金などであ

る。

　もともと労働者の大部分は労働者型社会保険に加入していたが、非正規雇用
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者の増加は、1980年代に被扶養者に対して認められる収入限度内（年収130万

円未満）又は通常の労働時間の 4分の 3より短い短時間労働者を労働者型社会

保険から排除した（これについてはⅢ 2で後述）。

　非正規雇用労働者は、本人名義で社会保険に加入する場合には、住民型社会

保険に加入しているため、定額の保険料負担がとくに低所得層に過重になる。

図表 2

厚生年金＊

（Arbeitnehmer-Sozialversicherung）
基礎年金＊＊＊

（Bürger-Sozialversicherung）
月額保険料 14．546円 16．660円（定額）
年金支給月額 　42．443 円 （所得比例）

＋65．040円＊＊

＝107．483円（合計） 65．008 円（定額）
＊ 東京の最低賃金（2016年、932円）での週40時間のフルタイム労働者（月平均労働
時間：173．8とする）が40年間欠けることなく保険加入をして就労したことを前提
にしている。

  厚生年金保険料は報酬に応じて負担し、年金は法律にもとづき取得した報酬に
よって算定される。
＊＊ 40年間の保険加入を満たすことを前提にしている。2016年度では満額基礎年金は
年額で78万480円、月額で65040円である。

＊＊＊満額基礎年金を受給するには、加入期間が40年必要になる。

　b）雇用保険

　非正規雇用の約半数はそもそも雇用保険に加入していない、又は加入してい

る場合でも失業手当が短く期間満了したなど、雇用保険による失業時の保障機

能はきわめて小さい（25）。

　加入要件に、31日以上の継続雇用見込みが必要であり（雇用保険法 6条 3

号）、有期雇用労働者に適用されにくい。加入している労働者も、失業手当の

受給日数は保険加入期間が10年未満であれば90日間しかない。また、加入期間

が10年以上20年未満でも、受給期間は120日、20年以上の加入期間を有する労

働者の受給期間も、最長で150日にとどまるなど、きわめて短い。
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（ 2）生活保護のカバー率の狭小

　最低生活保障は、ドイツのように 2編と12編に別れているのではなく、すべ

ての市民に適用される唯一の制度が生活保護法であるが、現実には稼得能力の

ある要保護者に生活保護は支給されていない。とはいえ、近年は、一貫して保

護受給者が増加している。

　日本の相対的貧困率は16％と高いが（2040万人、2009年）、保護率は1．38％

（176万人）であり、要保護者の 1割にも満たない。

　不安定雇用の非正規雇用労働者は失業しやすいが、失業後に雇用保険法を受

給する者は増加しているわけではない。また雇用保険を補完するような失業時

の保障制度（例えば、失業扶助）も導入されていない。さらに、多様な働き方

＝正社員ではない働き方が増大し、生活できない労働関係が増加しているが、

最低生活保障の生活保護受給者は急増しているわけではない（国民の約 2％程

度）。稼得可能な人に資産（持ち家がある又は自動車保有等）があると、資産

の基準が厳しいため生活保護受給権が成立しない事例が多い。厚生労働省の

「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば、平成19年国民

生活基礎調査を基にした低所得世帯数に対する被保護世帯数の割合（保護世帯

比）は、所得のみを考慮した場合15．3％、資産も考慮した場合32．1％となって

いる（平成22年 4月 9日）（26）。

3 　現在の「高齢者貧困」

（ 1）過去の労働者＝現在の高齢者の貧困

　日本では「皆年金」制度によっても、高齢者が年金を受給できるとは限らな

い。厚生労働省は現在及び将来の無年金者を最大118万人と推定している（平

成26年に無年金者が42万人であり、保険料納付済み期間などの資格期間は10年

未満が59％である。）。現に、生活保護の世帯割合と年齢分布をみれば、日本で

はかつての労働者が貧困になり、生活保護世帯が増加しており、これまで「（十

分な）事前対応（Vorsorge）なき雇用」を拡大した「つけ」が市民の「負担」

として顕在化している。
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　世帯別にみれば、2016年 2月時点（速報値）で保護受給者の中の高齢者世帯

（65歳以上）は80．8万世帯（50％）、母子世帯が10．5万世帯（ 6％）、傷病・障

害世帯が44．3万世帯（27％）、「その他世帯」は26．9万世帯（17％）である（27）。

　さらに、生活保護受給者の43．5％は65歳以上である。反対に言えば、年金受

給年齢までの稼働年齢層には、生活保護（ドイツでは社会法典 2編がこれに匹

敵する）が包括的な保障機能を果たしていない。

（ 2）日本的特質

　a）　過去の労働者の「貧困」

　ドイツでは、社会法典 2編による基礎保障（Grundsicherung）が、働いてい

る要保護者にも適用され、ミニジョブやフルタイムの低賃金への上積み

（Aufstockung）は、労働市場での交渉力を弱くすること、また保護を受給する

稼働年齢が増えることが将来の市民に負担を先送りする（weiterschieben）こと

が正当にも批判された（28）。しかし、日本からみれば、ドイツ社会法典 2編は重

要な、「社会の問題を映し出す」ツールの機能を果たしており、興味深い。

　日本では、すでに現在の高齢者の年金権による所得保障が後退しているの

は、生活保護受給世帯の類型や年齢からも明らかである。結局、年金により高

齢期又は障害に対する受給権が成立しない又は不十分な額である、あるいは傷

病手当金などの一定の期間を安心して休業できる労働者の権利が確立していな

いといった、労働者型社会保険による保障の欠如こそが生活保護受給をうみだ

している。とくに高齢者の年金権は年金改革によって継続的に内容・水準が後

退した。過去の労働者に「十分な事前対応（Vorsorge）なき雇用」をつくって

きたことが、現在の高齢期の生活保護受給世帯を増加させる原因であるといわ

ざるをえない。現在の稼働年齢層に、「十分な事前対応（Vorsorge）なき雇用」

の拡大に歯止めをかけることは緊急の課題である。

　b）　将来の高齢者貧困

　ドイツでは、非正規雇用の雇用形態はミニジョブを別にすれば、低賃金の派
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遣労働者も労働者型社会保険に加入しているが、日本では、非正規雇用労働者

の半数は、労使折半による保険料負担ではない住民型社会保険に加入してい

る。健康保険法又は雇用保険法が適用されていないため所得比例給付の受給権

が成立しないだけではなく、保険料負担も定額であるため所得に比べて負担が

過重になることがある。

Ⅲ　日本的低賃金雇用のモデル

1　労働者型社会保険による生活保障機能

　「良質の雇用」は、事前対応（Vorsorge）による保障をひきだすように、あ

る程度の賃金を確保し、安定雇用であることが必要条件になる。次の 2つの日

本的低賃金雇用は、「人間らしい生活」を可能にする労働法と社会保障法に整

合しない。 1つは、1980年代につくられた、「被扶養配偶者限度内の短時間雇

用」である。短時間労働により「優遇」する地位を与えるが、病気や育児・介

護などにより一時的に仕事ができない期間に被用者としての所得保障の請求権

は成立しない。

　 2つは、フルタイム就労でも低賃金になる非正規雇用労働である。双方に共

通するのは、「配偶者又は親への依存」を前提にした制度になっている日本の

特質である。以下、順にみていこう。

2 　「生活保障機能を果たす事前対応（Vorsorge）が伴わない雇用」の形式

（ 1）�家計補助責任を負う「被扶養者」モデル：「主婦パート」低賃金雇用の

助長

　「日本的福祉社会」にかなう社会保障制度がつくられてきた。それが労働者

の無権利状態を助長してきたことによることを明らかにしておきたい。

　社会保障では、男性労働者の安定した雇用により生活を維持される（「被扶

養配偶者」）家族モデルが前提になっている。被扶養配偶者は「家計補助者」

としての上限がある短時間労働に従事してきた。それを正当化してきたのは

「日本的福祉社会」論であり、家庭を重視した「福祉見直し」を1970年代後半
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に日本自民党が唱え、展開してきた政策である。

　社会法では、育児又は親族介護をする家族の機能を重視するが、それは世帯

主から扶養される「家族の一員」として家計補助型（一定の年収範囲での）短

時間労働を行うことを条件とし、労働者に対し保険料を免除した上で、基礎年

金をうける地位が付与され（国年法 7条 1項 3号）、また家族として療養給付

の受給資格も取得できる（健保 3条 7項 1号）。

　「家計補助的労働者」の社会保障は、その生計を通常は世帯主の収入により

保障されていることから、必要ではないとされ（日本と同様の背景から、ドイ

ツでもミニジョブは労働者の社会保険から加入を免除されている。）、同一世帯

の正規フルタイム労働者（世帯主）を通じた社会保障が労働者家族に及ぶと想

定された。使用者の労働コストにかかわる負担が免除され、低賃金で被用者保

険が適用されない就労の拡大に刺激を意図的に与えた。

　1980年代に、労働時間が正社員の 4分の 3（ 1日 6時間、週30時間）までの

短時間労働者は被用者として被用者保険の適用から除外してもよいとする内部

基準を定めた。明文化されたわけではないが、行政実務の基準により「事前対

応（Vorsorge）なき被用者」が正当化された。

　さらに、それは、健康保険法では被扶養者認定基準を設定して一定収入（現

在で年収130万円未満）の労働者を被扶養者として、労働者の家族に療養の給

付受給権を制定した（ドイツ社会法典 5編10条 1項による配偶者に対する家族

保険にほぼ匹敵する。）。加えて、1985年に年金改革により、被用者保険の被保

険者の被扶養配偶者は保険料支払い義務を負わないが、基礎年金受給権を付与

されたわけである。

　所得税の面では、給与収入が103万円以下であれば所得税を労働者は支払う

必要がなく、さらにその配偶者を扶養する世帯主も、被課税所得から一定額が

控除される。2016年12月22日閣議決定によれば、これを150万円に引き上げる

が（配偶者控除）、世帯主の収入が正規雇用者も減少し、非正規労働者であれ

ばいっそう収入が低いので、家計補助のために配偶者に被扶養者範囲の限度内

の低賃金雇用を助長することに変わりは無い。
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　他方で、日本の企業は、配偶者控除の基準をもちいて、配偶者手当を支払っ

ていることも、有配偶労働者にとって労働時間を決める上で大きい意味をも

つ。

　家計補助型主婦パートとして成立した「被扶養者範囲限度内の低賃金雇用」

では、労使ともに保険料を負担せず、基礎年金受給権は成立する一方、健康保

険での傷病手当金（99条）も出産手当金（102条）も、また雇用保険による失

業時の基本手当受給権（13条）に加えて、育児休業給付金又は介護休業給付金

（61条の 4条、61条の 6）もない。仕事が一時的に困難な期間に対しては生活

保障機能を果たす請求権は成立しない。一層深刻なのは、「被扶養者認定限度

内低賃金雇用」は、正規労働者家族モデルの配偶者である「主婦」以外に、若

い労働者、単身女性労働者などの、親へ依存する成年子の労働者に、「優遇な

き非正規雇用」として広まり、現在の高齢者にも急増し（既述）、そして1990

年代後半以降のフルタイムミドルにも低賃金化の悪影響を与えていることであ

る。

（ 2）「十分な事前対応（Vorsorge）を伴わない雇用」の拡大

　日本的生活保障システムのモデルが正規雇用者＋被扶養者限度内の短時間非

正規労働者として、家族モデルと雇用モデルを組み合わせ、正規労働者の被扶

養者を「優遇」する仕組みがつくられた。しかし、 1つに、若者の非正規労働

者化は婚姻を困難にし、社会保険では、住民型社会保険の被保険者（「 1号被

保険者」）が増加している（29）。20歳台の若い人に 1号被保険者が増加している

ことは、正規雇用者の配偶者（女性）を「優遇」するはずである「被扶養者」

としての保険加入者を減少させている（結婚していない又は配偶者が非正規労

働者など）。非正規雇用化により、正規雇用労働者の配偶者も減少し、優遇さ

れる地位につく割合が小さくなり（1997年に16．6％、2013年に11．1％）、住民

型年金に本人名義で加入し、年収200万円未満の低収入非正規労働者が保険料

全額を負担している。
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（ 3）社会保障制度改革による水準の低下

　a）社会保障制度改革による生活保護受給者の増加

　非正規雇用労働者の増加は、厚生年金などの被用者に対する社会保険の適用

率の低さだけが問題になるわけではない。適用されている被保険者の期待権・

受給権の水準に大きな問題が生じる。日本には国民年金法による基礎年金があ

る一定の水準の年金を定めていることは、「悪い年金でもないよりはまし」で

あるということにはならない。1985年改正の審議の際に、改正後の国年40年拠

出の給付水準が、改正前の25年拠出とほぼ同水準になり、国年の水準は大幅に

引き下げられている（30）。

　同様に、雇用保険の基本手当の支給水準も、2003年改正により一般被保険者

の賃金日額が短時間労働者のそれに一本化された際に低下している。賃金水準

の低下に加えて、社会保障制度においても低水準に平準化する改革がいくつか

の労働者の社会保険で実施されてきたことは、あらためて法的評価が必要であ

る。雇用保険法では、賃金日額がほぼ半分になっている。

　従来、労働者の多くは労働者型社会保険に加入してきたが、増加する非正規

雇用労働者を、その家族構成や形態により、労働者型社会保険から除外してき

た。非正規雇用労働者は、そもそも37．5％を占めるが（2015年、労働力調査）、

それを雇用形態別にみればパート48．5％、アルバイト20．5％、派遣社員6．4％、

契約社員14．5％である。正規雇用者の配偶者として日本のミニジョブ（31）の範囲

でパート労働に従事すると（被扶養配偶者限度内の就労）、本人名義では年金

への保険料負担はなく、住民型の基礎年金を受給できる。被扶養配偶者ではな

い非正規労働者の多くは本人のみが保険料負担を負う、住民型社会保険に加入

している。現在、住民型年金保険の40％が非正規雇用労働者である（32）。非正規

雇用労働者には、いずれの手続をしていない人も増えている。

　医療保険のうち傷病時の療養給付はいずれの社会保険を通じても保障される

のに対し、事前対応（Vorsorge）の傷病時の所得保障（傷病手当金）や、妊

娠・出産による能力低下時の所得保障は、労働者型社会保険を通じてなされる

が、住民型社会保険には制定されていない。したがって、非正規雇用労働者が
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住民型社会保険に加入していると、病気や妊娠・出産などにより、一時的に就

労ができない期間の生活保障が欠ける。

　b）　近年の年金法の改正

　主として、厚生年金・健康保険法が適用対象を変更し（2016年10月 1日）、

さらに国年法は受給権の成立を緩和する変更をしている。

　これまで、非正規雇用に対する被用者保険の適用拡大の立法規制を怠り、そ

れが非正規化を増幅してきた。そこで、 1つに、2016年、適用対象を拡大する

目的で、厚生年金法及び健康保険法を改正し（2016年10月 1日施行）（改正法

では適用除外の要件（12条）、 1週間所定労働時間が同一事業所で使用される

通常の労働者の所定労働時間 4分 3未満等である短時間労働者に該当し、か

つ、イ　 1週間の所定労働時間が20時間未満であること、ロ　当該事業所に継

続して 1年以上使用されることが見込まれないこと、ハ　報酬額が 8万8000円

未満であること、二　学生であること、のいずれかに該当することを適用除外

要件と定める。）、新たに25万人の短時間労働者が加入すると見込まれている。

　厚年12条（健保 3条 1項 9号ロも同様）は、有期雇用労働者が雇用継続の見

込みがないことを、適用除外の要件の 1つとしている。契約更新の可能性の判

断基準が明確ではなく、有期雇用労働者に適用するのかを使用者に委ねること

にならないのか、適用に関して新たな問題を抱えることにもなろう。

　なお、非正規雇用労働者が労働者型社会保険に加入していないのは違法に適

用を免れているケースも含まれているため、本来保険料を負担すべき使用者が

その負担を非正規労働者に転嫁していることは留意しなければならない。年金

だけではなく、医療保険も、被用者保険に加入していないこと自体により過剰

な保険料負担をもたらし、むしろ可処分所得の減少が大きく、貧困を生み出す

ことが問題提起されている（33）。被用者に対して労働者型社会保険の加入手続も

規制がきわめて弱く、救済も困難になっている。派遣労働者に対する保険関係

は、ドイツのように（社会法典 4編28e条 2項 4文）、派遣先は労働者の保険
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料支払について連帯義務を負わない。この点は、ドイツ法を参考に、連帯義務

を課すことが求められるであろう。また、違法に届出をしない場合の制裁も問

題になるが、日本では損害賠償が提起されるが、救済は困難なことが多い。

　 2つに、基礎年金は、保険料納付済み期間と免除期間を合算した被保険者期

間が40年間あれば満額の年78万100円、月 6万5000円（2016年度）になるが、

25年間の被保険者期間がなければそもそも受給権が成立しないため、65歳以上

の高齢者2744万人の1．5％に該当する42万人は無年金と推計されていた（34）。そ

こで、2017年 8月 1日から無年金を抑えるため、10年の保険加入期間をもって

基礎年金受給権が成立するが（無年金者のうち納付済み期間等の資格期間が10

年未満の人は59％であり、 4割以上は10年間になれば年金受給が見込まれると

いう。）、保険加入期間により支給額は下がり、10年の加入期間であれば年金支

給は年額19万5000円にしかならない。決して貧困を防ぐものではない。

　以上のように立法の変更により、なんらかの年金を受給できる人が増加する

ことが見込まれるが、「無年金でなければ悪い（低い）年金でもまし」とはい

えない。社会保険による保障は、社会的リスクが現に生じた場合に被用者型社

会保険であれば、従前の賃金による生活保障機能を果たすが、そのためには公

正な賃金であることが前提になる。非正規労働者が低賃金であれば、保障内容

も低くなる。

3 　将来の貧困

（ 1）低賃金フルタイム非正規雇用者の高齢期貧困

　正規雇用労働者と同様にフルタイムであるが、有期雇用又は派遣労働に従事

する非正規雇用者に、生活に困窮する低賃金雇用が拡大している（既述）。

　 1つに、就労している期間に生活が可能な賃金ではないことだけではなく、

労働者型社会保険の未加入労働者は、社会的保護の必要性はあるにもかかわら

ず、国保は一時的に就労していない期間に対する生活保障（傷病手当金（健康

保険法99条）、出産手当金（同法102条）等）を定めていない。

　 2つに、正規雇用労働者との賃金格差は大きいが、現役時代だけではなく、
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高齢期にも格差がもちこまれる。低賃金不安定雇用による生活の問題だけでは

なく、将来の高齢期の事前対応（Vorsorge）が十分にないため、高齢期の貧困

をうみだす。ドイツでも低賃金雇用労働者（派遣労働者、業務請負）が高齢期

に貧困の危機に瀕する問題が生じている。差別的な労働条件により、正規雇用

者とは賃金の計算方法も異なり、また賞与などの一時金も支払われないことが

めずらしくない。したがって、労働者型年金に加入している場合でも、差別的

な賃金をもとに保険料額が決定され、賃金を基に支払い額も決定されるため、

とくに長期保険の年金保険では生活保護を上回らない低年金になりやすい。

　したがって、きわめて重要なのは、すべての労働者にとって、労働者型社会

保険の保険料は、控除による可処分所得の減少の局面だけではなく、生活保障

を果たす成果（Ertrag）に基づく支払いを、就労期において行うことを「権

利」として捉えることにある。確かに、保険加入の自由権および保険料の控除

による財産権の侵害は、個人にとって「国家からの自由」が問題になる局面で

あるが、高齢期にある程度の生活を見通すことを可能にする規律が不可欠であ

る。すべての労働者は、加入する権利（35）に加えて、自らの労働により

（Arbeitstätigkeit）高い成果（Ertrag）に基づく年金を求める権利を有している。

　それでは、どの程度の賃金がなければ、生活保護を下回ることになるのか。

ここでは、近年、低賃金雇用が拡大するドイツでも注目された最低賃金規制を

求める要因の 1つになったWaltermann教授の議論を参考に、日本でも比較し

てみよう。

　40年間の保険期間を欠けることなくみたし、東京で週40時間労働をしてきた

と前提にすれば、当該労働者が約1315円（東京都の住宅扶助の平均額を前提に

した場合）から1431円（住宅扶助の上限を前提にした場合）の時給を得ていな

い場合、厚生年金を受給するとしても、年金受給額は、東京で65歳の単身者が

受給する生活保護（生活扶助と住宅扶助）よりも低くなる（図表 3参照）。
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図表 3　
東京（単身）

時給 907円
（最低賃金＊）

1315円 1431円 生活保護（単身高齢者世帯）
の支給月額（2016年）

月額報酬（税込み） 157，636 228，547 255，178 　生活扶助

79，000円

　住宅扶助 

＋46，282＊＊　 53，700（上限）

標準報酬月額 160，000 220，000 260，000

厚生年金 41，816 57，998 67，692
基礎年金 ＋65，040 65，040 65，040

年金額（合計） 106，856円 123，038円 132，732円  125，282円　132，700円 

＊ 東京で働く人が週40時間労働（月平均労働時間：173．8とする）を40年間継続する場合に、
2016年度から厚生年金を受給することを想定している。2015年10月から2016年9月30日まで
の東京の最低賃金を基にしている。
＊＊ 2015年度における東京都の平均支給額である（厚生労働省「平成27年度被保護者調査」表

3 ⊖ 3）。なお、生活保護の計算には、冬季加算・期末一時扶助を入れていない。

図表 4
ドイツ＊

時給（€） 8，84 9，70 生活保護（単身高齢者世帯）の
支給月額（12編による総需要）

月額報酬（税込み） 1．537 1．687 標準給付（生活扶助）409,-　

報酬点数（年間） 0，4973 0，5456 住宅扶助　　　　　　336,-＊＊

現在の年金の期待額（€） 30，45 30，45

年金額（€） 681，38 747，66 　　　　　　　　　　745,-

出典：Waltermann, Niedriglohnsektor und Mindestlohn, NZS 2107, 248.
＊ ここでは2017年前半期、旧西ドイツのデーター及び法的状況によっている。欠ける
ことなく45年間の履歴を有し、常時週40時間の就労をしたことを前提にしている。

＊＊ 住宅扶助の支給額336ユーロは2016年9月の支給平均額である（出典：連邦統計
局）。その際に、一方で、年金者が住宅手当を請求できることは考慮にいれていな
い（336ユーロの住宅扶助の額は、老齢年金が200ユーロないし157ユーロとしてい
る）。他方で、年金者は医療保険及び介護保険の保険料支払い義務をおっている。
それは、年金額が681，38ユーロであれば医療保険が約50ユーロ（2015年1月1日以
降は、7，3％に被保険者のみが負う追加保険料が加わる。）、介護保険が17ユーロ
（2017年1月1日から2，55％）である。年金額が747，66ユーロであれば、医療保険を
55ユーロに加えて介護保険19ユーロの支払いになる。

東洋法学　第61巻第 1号（2017年 7 月）

45



　不本意非正規はミドルだけではなく、学卒後の早期に離職した若者にも拡大

している（Ⅰ 2 a）参照）。定着が困難な過酷な条件が原因の 1つであるが、条

件のよい職場への再就職は困難であるため、若い労働者に 2つの点で良質の雇

用を確保することは、良質の社会保障（ここでは生活を可能にする厚生年金）

を取得する条件になる。

　 1つは、離職をしないで雇用を継続できる条件の整備であり、いま 1つは、

離職労働者に、ある程度の期間の所得保障と職業教育を可能にする雇用保険の

整備である。良質の失業時保障が良質の雇用への統合を可能にし、ひいては職

業生活終了後の良質の年金を引き出すことになる。

（ 2）�市場をゆがめる（Markverzerrende）効果の日本的特質：低賃金フル

タイム労働者

　労働者が最低生活を確保できない場合には、生活保護の受給権が実現されな

ければならないが、それだけでは労働による持続可能な生活を安定させること

にはならない。とくに単身のフルタイム労働者でさえ生活保護を要する賃金し

かないのであれば、公正な労働条件ではない。ドイツでは、最低賃金の法定の

導入をめぐる議論のなかで、低賃金を租税による移転給付（Transferleistung）

が補完すること（sozialrechtliche Aufstockung durch Grundsicherungsleistung）が

労働市場に負の影響を与え、契約締結時に労働者の交渉力を弱くすることが警

告されたことはきわめて重要である。そして、低賃金がさらに低年金を導くこ

とも問題として提起されたが、日本ではそもそも稼働年齢の労働者が最低生活

を上回らない低賃金しか得られない場合でも、上で見たように生活保護がそれ

を補完する機能を果たしていないこと自体が深刻な問題である。なお、生活保

護を受給する「その他の世帯」の年齢構成をみれば、平成26年では稼得可能な

20歳から29歳は5．5％のみであり、50歳以上が53．9％を占めている（36）。

　低賃金労働者の将来に高齢期貧困が待ち構えているとしても、低い基礎年金

を家計補助型非正規労働により補うことになろうが、それにより年金額が引き

上げられることは無い。租税による社会保障制度も、労働力を用いる企業も生
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活保障機能を果たさず、高齢期の生活も自己責任に放任されている。

　日本では日本版ミニジョブの被扶養者限度内短時間労働だけではなく、労働

力を利用する企業が、フルタイムでも雇用継続性が見込まれない有期雇用労働

者を保険による従前生活保障制度から排除する。親との同居による成年子の扶

養（家族扶養）や基礎年金の存在を計算に入れて、多くの非正規労働者に対す

る社会保険法上の事業主負担を避けている。被扶養配偶者の短時間労働と異な

り、低賃金フルタイム雇用者が自ら住民型年金・医療保険の保険料負担を負う

にもかかわらず、満額基礎年金でさえ生活保護水準に達しない（図表 2、図表

3参照）。日本でも、成果が小さい雇用（Geringe Erträge aus Arbeit）に長期に

つくことにより、フルタイムであっても職業生活の後にやってくる高齢期の年

金水準は生活保護より低くなる（37）。

　低賃金雇用は、現に働いている期間だけではなく、支払われている賃金を基

に退職後の高齢期の年金支給が算定されるため、持続的な負の影響を労働者の

生活水準にもたらす。賃金水準が、現役労働者の生活水準だけではなく、賃金

から控除される保険料額も規定し、年金支給額を決定する重要な要素であるこ

とを確認する必要がある。

　労働者が、厚生年金に加入する資格を取得しているとしても、仮に40年間に

満たない加入期間であれば、年金はさらに減額される。現在の年金受給者の平

均年金支給額は、平均厚生年金支給額が14万4886円（基礎年金だけでは月 5万

4000円である（基礎年金の満額は月 6万5000円（年額78万100円）である）（38）。

　これにとどまらない。非正規雇用労働者が多く加入している国民年金では保

険料の滞納者が増加し、 4割が滞納している（39）。国民年金は賃金から保険料が

控除されるのではなく、本人が支払い手続をとるため、保険料を払うほどの収

入がない労働者に保険料の滞納が生じやすい。

　国民年金だけに加入している場合には、支給額は厚生年金の 3分の 1にな

る。そうであれば、高い年金保険料を支払わずに、生活保護を受給すればよい

という、誤った刺激を与えることにもなろう。
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　ある調査研究では日本の「高齢期無年金をまねく就労」により高齢期貧困が

うみだされると警告している（40）。非正規雇用労働者は日本では親と同居してい

ることも多く（41）、親による扶養をうけていれば貧困状態にならないが、親が死

去した後に大きな問題が生じる。将来の潜在的保護受給者を回避し、自立可能

な「労働者になること」を可能にするには「生活を保障する事前対応

（existenzsichernde Vorsorge）を伴う良質の雇用」を確立するしかない。

4 　小括

　持続可能な社会に必要な次世代を生み育てる経済的基盤が日本では脆弱であ

る。労働者が労務を提供している期間にも、子を産み育てる条件・生計費が得

られないため、少子化を招き、子どもの貧困を拡大する（42）。したがって、非正

規雇用による貧困を拡大しないことは、持続可能な社会の条件である。これ

は、（非正規）雇用（失業と不安定雇用の繰り返す職業履歴も含む）の生活保

障機能の一面にすぎない。労働者が、長い職業生活を、責任をもって設計する

には、一時的又は継続的な能力の低下などにより所得の減少の「生活の浮き沈

み」に対する保護が不可欠である。被扶養限度内短時間労働も、フルタイム非

正規労働も、雇用を通じて事前対応（Vorsorge）ができない働き方であり、労

働者の選択の自由を現実的に保障するものとはいえない。

おわりに

　日本の非正規雇用労働者の現実をみれば、持続可能な雇用社会の前提条件が

欠けるといわざるをえない。持続的な社会を展望するには、良質の雇用と、そ

れに基づく事前対応（Vorsorge）による良質の保障が必要である。そのための

条件は、社会法が、雇用関係による生活保障機能を果たし、健康を増進でき、

かつ生活時間を確保する労働時間を真に選択する個人の自由を支える

（flankieren）ことであろう（43）。自らの労働力に依拠して生活を営むすべての個

人に、労働による生活を確保するには、 1）現に雇用されている労働者に、あ

る程度の生活を可能にする労働条件を規制することが必要であることに加え
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て、 2）一時的に中断をしている労働者の生活保障も、雇用を継続的に喪失す

る高齢期などに生活保護を要する状態にならない資格を引き出すことも、請求

権や期待権を成立させるためには、まさに現役の就労期においてこそ、生活を

保障する保険を通じた事前対応（Vorsorge）が保障されなければならない。労

働社会のリスク（Gesellschaftliche Risiken）（稼得活動と関連して生じる要保障

事故）が生じた場合に、すべての労働者に、公正な賃金を基礎とした社会保険

による保障は、「持続的な生活保障（Existenzsicherung）」のモデルになる（44）。
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